
下記の農用地等は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以

下 N却という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもな松当該農用地等につ

いて2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第 22 条の3

の規定により、公益財団法人いしかわ農業総合支援機構が定めようとする農用地利用集積

等促進計画と併せて公示する。

令和8年4月27日

共有者不明農用地等に係る公示

1 共有者不明農用地等の所在等

共有者不明

農用地等の

所在・地番

柚木町い79

地目

柚木町い142

柚木町いH3

面積

(')

柚木町い 144

田

柚木町い H5

設定しよ

うとする

権利の種

類

田

柚木町い H9

148

田

柚木町い 150

429

田

柚木町ろ卵

金沢市農業委員会

会長井口栄市

内容

123

田

柚木町ろ 70

557

田

柚木町ろ 71

始期

558

田

柚木町ろπ

37

田

柚木町はH6

^^ーー^^●、●.ー、

1 -"ーー「一ー、ー

、^ー^^,'^^

存続

期問

365

田

柚木町はⅡ7

546

田

柚木町は136

借賃

41

田

柚木町は137

468

田

賃借権

借賃

の相

手方

110

2 この公示は、 1の共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を

確知できないことから行うものである。

田

735

田

方法

66

水田

田

103

R8.9.1

557

5年 呂嘱氏のとおり

記



3 当該共有者不明農用地等について、1及び農用ι断1」用集積等促進計画に定めるところ

により、農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けるものである。

4 当該共有者不明農用地等の不確知共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、

次に掲げる事項を記載した申出書に当該農用地等についての権原を証する書類を添え

て農業委員会に申し出て、農用地禾リ用集積割足進計画又は3に掲げる事項について異議

を述べることができる。

(1)申出を行う者の氏名・住所(法人にあっては、その名称・主たる事務所の所在地・
代表者の氏名)

(2)当該農用地等の所在、ナ也番、地目、面積

(3)当該申出の趣旨

5 不確知共有者がこの公示があった日から起算Lて2か月以内に異議を述べなかった

場合には、法第 22 条の4の規定により、農用地利用集積割足進計画について同意をした

ものとみなされる。



(様式第5-1号)

1 各筆明細

農地中問管理権の設定及ぴ賃惜権又は使用貸借による権利の設定関係

※必ず記入例を確認してから氏名を署名して下さい

整理毒号

農地中問臂理機構に権利の設定をする者押)

農地中問管理機構(乙)

権利を設定する土地(A)

農地中間管理機構から権利の設定を受ける者(丙)

金沢市

所在

金沢市

金沢市

柚木町

金沢市

柚木町

金沢市

宇

柚木町

金沢市

柚木町

い

金沢市

柚木町

し、

金訳市

〔ア〕

(氏名又は名称)

柚木町

、、

金沢市

79

柚ホ町

、、

金沢市

142

面積
(11゛)

亀井勇

柚木町

〔イ〕

U、

143

金沢市

田

柚木町

(氏名又は宅称)

レ、

金沢市

144

田

柚木岡

権利の
種類

、、

金沢市

145

田

柚木町

148

(公財)いしかわ農業総合支援機構副輝事長新谷和幸

{計画への同意を示す者〕崇氏名は必,"署名

ろ

149

金沢市

田

429

柚木町

ろ

(氏佑又は名称)

〔ウ〕

150

賃惜権

内客

金沢市

士地の

ト沌目的

田

1立3

柚木町

ろ

賃惜権

69

田

〔計画への同意を示す者〕

557

柚木町

ろ

この計画に伺意する。

農地中問管理機樗に棲利の設定をする者【甲)

農地中間管理機構(己)

農地中問管理機構から権利の設定を受ける者(丙)

農地中間智理機構に権利の設定をする者以外の者で権利の設定をする士地に0き
の hの る

賃惜権

70

田

計

水田利用

558

柚木町

は

賃惟権

71

田

水冊利用

は

37

(乙)に設定寸る庵利(助

賃侍権

田

72

水田利用

365

〔計画への同意在示す者〕

は

賃借権

116

田

水田利用

546

は

R8、 9.1

Ⅱ7

賃借権

田

水田利用

41

R8,9.]

賃佶権

136

団

水田利用

468

:の計画に添什,る「槻式第5-5,6,7号別紙農地怯モの他の塵業に関tろ怯令の遵守の状況等の申告書」への署名竿は、二の計画の丙の署名又は記名及び法人代表青印の押印をも。て、代えるもの主,る。
(記鼓注奪)

(1)'の各筆明細は、権利設定の当事者ごとに別葉とする。丙が同一で、甲が異なる場合には堅理番号に枝蓄を付して竪理する.
(2〕{A}寝は、大字甥に記載する,

(3)【A)棚の「面柄」は土地畳記慎によるものとし.土地壹艶舜の地桶が著L(事実と相違する場合、土地豊転須の画覇がない場合及び土柚改良事業による一晴幸」用の掬定を受けた土地の場含には、宴淵面頓數)妥きで2段圭きする。
なお、1筆の一都にっいて権利が設定される場合仁は、ooorY「の内00!"と記叢し、当該部分を梓定することのできる図画を柔付するとともに、候考埋にその旨を記賊する。

叫」旧}及び(C)埋の「権判の項類」は、「賃借權」又は「使用貸悟による糧判」のいずれかを記載する。

【5)伯)及び(C)掴のr内客【ナ地の利用目的)」ι'、当該土地の利用自的イ例えし'、永田として剥用.普逓畑として利用.樹国地として利用、呉案用施設凧地f膏舎)として利用等)善記載する,
(6){白}及び(C)梱の「存読期問」1=、「0年」と記載する。

{フ)(B}藍び(C)欄の「惜貫」は、当叢土地の1傑分の借買(解凋借地の端含には、利用期闇に係る悟賃)の額を記薫する。

旧)旧}鯛の「借貫の支払の相手力」「ま、当牧土地が共有地の端含には、特定の者(代熹者)を記載することができる。

(9)(8)及び【C)櫃の「惜賃の支払方法」は、惰賃の主払期限t、王払方注(現金払、口座擾込等】を記載する。

00){D}燭は、甲以外の使用取祭権を有する者がいないときは記入を嬰Lない(匿当権者の捉入は不要)。

UI)同忌については、〔ア〕、〔イ〕及び〔ウ〕の右虐(氏名又は名称)への署名等の所定の方法をも0て、代元ることができる。

R8,9,1

R13.8.31

賃借権

137

田

水田利用

存続期間

110

R8.9.1

賃借権

R13.8_31

田

水田利用

735

輩8.9.1

R13.8_31

賃惜権

田

水田利用

66

丑8,9.1

R13.8_ 31

賃惜権

5年

水田利用

103

R8.9.1

R13.8.31

賃惜権

借賃(円)

5年

10Bあた"

水氏利用

557

4.843

R8.9_ 1

R13_ 8.31

賃惜権

5年

水出利用

R8.9.1

〔同意印〕

R13,8.31

賃惜権

5年

1.000

水田剥用

R8.9,1

R13.8.31

5年

1.000

水田利用

年額

R8.9.1

R13.9.31

@

5年

1,000

佶賃の支払
の相手方

水団利用

乳客.9' 1

R13.き.31

[伺意印〕

1,000

5年

148

R8,9.1

R13.8.31

(住所)〔計画への同意を示す者の住所〕

5年

1.000

429

R8、 9.1

亀井勇

H13.8.31

5年

借賃の
立払方法

1.000

印

123

R8.9.1

亀井再

R13.8,31

〔同意印〕

5年

1,000

石川県金沢市

557

亀井勇

R 13.8,31

5午

1,000

(住所)

558

ぎ年立河竃'
括寔口座擾込

亀井勇

R13.8.31

〒920-8203

石川県金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館4階

5年

1,000

権利の
種類

@

辱年口月主立
岳連口序贇゛

亀井勇

37

5年

1' 000

365

師岸11月東庄
智軍U塵讐込

〔計画への同意を示す者の住所〕

亀井勇

5年

1.000

546

(住所)

誕年Ⅱ咽圭比
摺軍口厘蟹◆

土地の

t・・目的
内容

亀井勇

5年

1.000

晦羊Ⅱ月主卑
把寔口厘星込

41

亀井勇

1,000

(住所)

(住所)

(住所)

(住所)

468

毎年1閉ま迄
掲塵0塵姻込

亀井勇

〔計画への同意を示す者の住所〕

(丙)に設定する権利に)

1,000

110

甚¥n月玉堰
推建口崖隻゛

始期
年月日

亀井勇

1,000

735

島隼Ⅱ興素立
撹竃P崖慶込

亀井勇

ぎ卑Ⅱ岡末立
推連口樫糎込

66

亀井勇

石川県金沢市

石川県金沢市鞍月2-20 石川県地場産案振興セン,◆i館4階

終期
午月日

103

郵¥壮"ま迄
括竃口嵯梗込

亀井勇

557

悔年皿月素也
拓*口塵豐゛

亀井勇

4,843

棒軍W月素之
拘庄口厘据゛

亀井勇

存続期間

董卑Ⅱ月圭這
柵建口哩柾゛

鼻羊口月末耳
摺軍0厘蟹ユき

晦羊Ⅱ月末4
指駆口厚擾゛

惜賃姻)

10ヨ苫)たり 年額

権利の設定をする
士地の(甲)以外の
権原者(D)

佶賃の
支払方法
住所

氏名又

は毫称
権原の
種類

備考

(氏名又は名称)亀井

(氏名又は名称)

(氏名又は名称)

(氏名又は名称)

勇

(公財)いしかわ農業総合支援機構 副理事長新谷利幸

終
月

始
月

現
況
地
目

地
番

火
字

市
町



【出 L手(甲}一機構{己)】

2 共通事項

この農用地市棚集積等促進計画似下「本計画」という。)の定めるところによ"霊定さ九る権利'才、 1の告筆明細に定めるもののほか、吹に定めるところによる
住)惟利設定

1の各筆明細に記厳された土地似下「当該土逸という,)の権利ば、本計画の公告により設定される

柁)借賃の改訂

本計画を定めた後、惜賃の改訂に当た「ては、農地怯紹和訂年怯律第229号)第鶚条の農業委員会が握供する惜賃の動向や地域圍係者に上る篤議結果等を勘案Lて、臭地中間管理展構(以下、「乙」という。)に権利を般足する者 1以下、岬」という、)
と乙から権利の詮定を受ける者【以下、「丙」巴い6.)が醐議して慶更後の佶賃額を定めた上で、甲、乙及び丙の3者で変更後の搭賃額に0いて伺意文書を取η交わ,こ占で,改訂する.惜賃がー"的に0円ιなる慶更に0いてけ、借賃を免除1る賃貸惜契約ιみ孝ナ

{3}借賃の支払猶干

天災モの他やむを偶ない事由のため、 1の各筆明細に記載キれた佶賃の支払期限生でに惜費の主払をするこしができない場合に吐、印、乙及び丙が篤議の上、相当と認められる期日までモの支払を猶予,ることができる
【4j 転貸又は讓桂並びに農地中間管理犠構力、ら転惜Aに貸付が行われるまでの賃料と農用地姉の曽理

乙は、当誠土地を、卵の同意を将ず第三者に転貸Lて当該転惜人に使用及び収益させることができる

乙から転惜人に貸付が行わ丸るまでの賃料は、「1告筆明細」の記載に鬨わら゛発生Lないものとtる

乙が本計画によ"棲利の設定等を受けた士地にっい、C、丙に彰貸径、己ι丙が農用地利用集積惇促進計画に基4く契釣を解約,解除さ丸又杜善了Lた嶋合、我の転惜人へ当該士地を転貸ナるまでの賃料壯、「1各筆明細」の託載に関わらず発生しないものし゛る
乙から転借人に当韮士地を転貸Lていない巴きの農用地与の管理は、甲が行う4.のとする^

f5)侍賃の増額叉け誠額

ウ

イ6)境界の明示

田け、当該士地に詮定する権剰の始期までに、現地において畦畔や可動性の心い杭算を用いて隣抽との境界を明しかにtる。ただし、境界の明示に係る費用が発生した場合甲は自己の麦用で賄うものとする
孝お、丙の営農等によ"、庶界明示に主障をきたす場合、甲と丙が脇議Lて解決にあたるi,のとし、乙肱このことに0いτ一婿の義務走負わない

〔71 障害の除去等

甲は,士石、地下埋設物、士壌汚染、軟弱地盤埼農地ιLての利用に主陸をきたtものを除去Lたうぇ丙に引き護す巴ともに、棲利の存続期間中においては、権利の行使の妨げ巴なる行爵左行。てはならない
(田笹繕及び改良

甲及ぴ丙壯、当該士地の1の告筆明細に記載された面稍と実抑面積との間に差異があ0τも、異議を述パず、また,佶賃の増減を請求しない

甲及び丙林、柵11の目m物が臭雌である場合仁壯、農地洗第20条Xは民怯〔瞬袷29年法律第89号)杭609 蟲の規定に基6き借賃の額の増誠を請求することができる.この場合に柘いて、増額X吐誠額されるパキ額1ネ、甲及び丙が嶋議Lて定めブ

当離土地が侵用及ぴ霞益をする二主が可能とな町たときは減額甫の惰賃に戻る.なお、惜賃仍轤額の"期及ぴ戴額前の惜賃に戻ろ時期釜びに誠額の割合に「いτ壯、作物の作付や取穫の状況を踏主え.甲,乙及ぴ丙が協議の上、定める.

円)附属物の設畳等

ア 甲は、丙の責めに帰することができない事由によη生じた当該士地の損耗に0いて,自らの讐用と責任において修捲tる。ただし、郵包を要゛るしきモ仍他甲において修繕tるこ●ができない甥合で甲の同意を将たときは、乙が丙に修繕、せ7ことがでキる

乙12,甲仍同意を考τ当該士地の改良春行、、叉は丙に改良を行わせることができる,ただし、その改良が軽嶺で島る婿合には甲の同意を亜Lない
修繕費又け改良費の負担及び償還は、別表1に定めたt,のを除き,民怯、土地改良怯(昭和誕年怯律第lg5号)等の怯令に従う

0田租税公課等の負担

甲は、当該土地に係る固定資産税モの地の租税を負担する

当該土均に保る臭業保険粘紹和肌年怯律第玲5号)に基づく典苗掛金及び慧課金け、丙が負担する

当荻士地に標る土地改良区の建課金等の負批にっいてけ,甲及び丙力:博議の上、別晝2に定める三士巴し,別表2以舛の負担金が発生した蝦合吐、甲と丙が協議の上、処唾するt,のと゛る
作付しない朔間等に保る当誠士地の雑持管理に要する経費は、丙が負担,る;亡

U"賃貸惜Xは伎用貸惜の解除

己1=、*のい十れかに該当するときほ.蔀道府県知事の承認を畳けて、賃貸借又は使用貸惜を解除することができる

相当の朔陶を荘過して゛,なお当該土地の貨付を行うことができる見込みがむい色認め"れるとき

災害モの鮑の享由によ"晨用地等としての利用を継続するこ三ポ著しく困艦ι壯0たとき

Ⅱユ)賃貸借又は使用貸惜の鞍了

天災その他、甲及び己並ぴに丙の責に帰すぺからざる理由により当註土地山全部が誠失その他の事由に上"使乕及び収益をすることができなくな0た場合にけ、本升画の定めるところによ町設定された権利に係る賃貸倚又は使用貸借は塾了,る
Ⅱユ)賃貸惜又は使用貸惜の満了及び更新

当該士地に倭る賃貸借又杜使用貸惜捻.各笠明鞠に定めむれた熱期の日をも0て満了となる。甲け引き続き当該士地を五に貸L付ける場合、新たな農用棚岬集積与促進計画の公告により権利を設定゛る必要が胴る
114)目的物の返還

賃貸惟又け使用貸惜が艶丁したしきは、丙は、その熱了の口から陳則ιLて30口以内に、甲に計Lて、当絞士地を原状に回復して返逢する(附属物仍取扱いに0'、てはイ9)に上る,)。
ただし、天災干の他の不可抗力.修繕若Lくは改良行為又ば当該土地の通常仍利用によ勺て生じた形質の変更に0、、ては、丙は,原状回復の義璃を負わない。また、乙壮、原状回復に詔する一切の義弼を負わ加、、のι才ろ

a5)権利取裾者の義務

五は、丙に対L、本割画に定めるところに従い、当該土抽寺効牢的か0適正に利用?るよう指導するものとtる

U田農地中間管理機嬬朋連臭地整傭事業の実施

当謹士地のうち、15年以上の期問で庚均中間管哩権が詮定されているものに0いてけ、土地改良怯第町条の3第1順の士地改良事煮が行われることが市る.
甲障、当哉促進計画への同意をも「て、機攘訓連事業が行われるこをが南るこ●に関する乙の説明に0いイ、その内客を承諾Lた1.の巴tる

¥

また、丙が田及び乙の同意を得て附属物の設置をした爆合に●いて、賃貨惜又杜怯用貸惜が終了Lたときは、当誠附属物を収去ナる豊務ぱ再が甲に対Lて貴い、収主に更Lた荘讐t,丙の負担とし、乙は甲に対Lて取主に関する一切の就務を負わない

アの規定にかかわら゛、甲が附属物を収去Lない乏とに同章Lているしきに果り、丙は収去の襲務を負わない。この場合、丙が支出Lた喬用にっいて吐、印が畳用償還に伺章Lている腸合に限り、甲と丙が甲に対する償還の請東や附員物の兎買契約埠に?いて協議L処理,才ものと十る

このことに0いて乙に遅滞なく通知ナるものしすξ

071 モの池

本計画に定めのない事項及び本計画に疑幾が生じたしきは、甲,乙,丙、呉又は市到が桃謹すろ


